
子どもの 学び と 育ち を支える

教育環境 づくり

安来市立小中学校適正配置基本方針

を 策定 しました

令和４年度より安来市小中学校適正配置審議会を立ち上げ、基本計画を策定していきます。

基本計画の策定に当たっては審議会での議論はもとより、学校や交流センター等で保護者、地域の方

へも説明の機会を持ち、意見交換をしていきます。また、市の出前講座でも説明に伺うことも考えてい

ます。

令和３年度は適正配置の基本方針を定めたところで、具体的な検討に入る校区や学校などはまだ決ま

っていません。今後、学校・家庭・地域・行政で、様々な意見を交換しながら、よりよい方向を皆様と

共に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

安来市では小学校 17 校、中学校 5校を設置しています。それぞれの学校は各地域で大切に

され、児童生徒、教職員、保護者、地域住民によって特色ある教育活動が展開されながら、よ

き伝統と校風が創られています。しかし、現在の子どもたちが成人する頃の社会は、急激な技

術革新等により社会状況は大きく変化していると予測されます。そのため、育成すべき資質・

能力を見据えたとき、学校の適正規模・適正配置の検討は喫緊の課題です。

安来市教育委員会では、次の世代を担う子どもたちにとってのよりよ

い教育環境づくりのため、令和４年２月に「安来市立小中学校適正配置

基本方針」を策定しました。

令和４年度からは、「安来市小中学校適正配置審議会」を新たに設置し

て議論を進めていきます。

保護者の皆様、地域の皆様にもご意見を伺いながら、子どもたちの「学

び」の充実と、健やかな「育ち」を考え検討していきますので、ご理解

とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

各戸配布

安来市教育委員会

教育長 秦 誠 司

安来市教育委員会からのお知らせ

これからの進め方

適正配置の進め方 （基本方針より）

検討体制について

学校の再編を考えるにあたっては、行政だけでなく、児童生徒や

保護者、地域の方などの関係者の理解と協力が非常に重要です。

そのためには、以下の点に留意します。

l 十分な協議・期間を確保し順次進めていくこと

l 多くの保護者や地域の声が反映できる仕組みとすること

l 情報をきめ細やかに提供すること

l 行政、学校、地域が主体的に関わること



安来市の教育環境の現状と目指す学校教育

「生きる力」を育む教育の推進

安来市教育大綱で定める理念を目指し、主体

的に学ぶ子どもの育成に取り組んでいます。

知・徳・体のバランスのとれた成長を支えるた

め、幼児期から中学校まで、子どもの発達段階に

応じた学習内容を整理し、身につけさせたい力

や目指す子ども像を関係者が共有し、系統的な

教育を進めていきます。また、特別な支援を必要

とする子どもたちへの支援の充実を図るため、

関係機関との連携を促進していきます。

地域と連携・協働した学校教育

新学習指導要領で重視されている「社会に開かれた教育課程」の実現に向け、学校と地域の連携・協働の

もとに、学校づくりと地域づくりを一体的に進め、地域全体で子どもたちの成長を支えていく体制の構築を

していきます。

安心して学習できる教育環境の整備

市内小中学校の施設については、老朽化が進んでお

り、その対策が急務な状況です。校舎及び屋内運動場

のうち、築後３０年以上が５５％あります。施設修繕

や改修にかけられる単年度の予算には限りがあり、改

善が追いついていない状況です。

令和３年３月に策定した「安来市学校施設の長寿命

化計画（個別施設計画）」に基づきながら、児童、生徒

の安全、安心を最優先にし、快適な教育環境の整備に

ついて検討していきます。

安来市の実態に応じた規模･配置について

令和３年度の児童・生徒数の現状により、市内小学

校１７校の内、８校において複式学級があります。文

部科学省手引きで、学校規模の標準学級数が設定され

ていますが、安来市では実態に応じ弾力的な運用を考

慮しながら学級を設置しています。しかし、児童生徒

数の今後の見込みから、児童が不在となる学年が増え

るなど、学級数についてはさらに減少していくものと

見込まれます。

（単位：人）

区　　域 H15 H20 H25 H30 R3 R8 R11

安来エリア 2,610 2,510 2,376 2,156 2,008 1,897 1,769

広瀬エリア 766 615 513 464 440 344 300

伯太エリア 470 422 360 353 318 255 212

合　　計 3,846 3,547 3,249 2,973 2,766 2,496 2,281
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〔小中学校の児童生徒数推移〕



適正配置の基本的な考え方

４つの視点をもとに基本的な考え方を整理しました。

子どもの「学び」と「育ち」を中心に置いて検討を進めていきます。

令和の時代に

生きる子どもの

「育ち」「学び」

について

学校と地域との

協働について

学校施設の

整備･管理に

ついて

安来市の実態に応

じた規模･配置に

ついて

これまでも教職員、保護者、地域住民がそれぞれの役割を果たし、互いに連携して子

どもたちの教育に関わっています。しかしながら、子どもたちの教育に携わっていた地

域住民の高齢化や、児童生徒数の減少により教育活動に制限が生じるなど、教育環境の

公平性に課題が生じています。安来市は、子どもたちに対して、学習機会の確保と基礎

学力の保障はもとより、安来市の良さや特徴を活かしながら令和の時代に必要な「生き

る力」を育む責務があります。

学校の適正配置を考えるにあたり、地域との関係も大変重要な視点となります。安来

市においては、現在ふるさと教育やキャリア教育、学習支援活動などで、多くの地域の

方が学校の支援に入っています。新学習指導要領でも、「社会に開かれた教育課程」の

実現にむけて、「地域とともにある学校」として運営をしていく必要があります。

現在市内の学校施設は、老朽化が進行しており様々な修繕が継続的に発生していま

す。市内の児童生徒は、居住地にかかわらず、同じ教育環境で学ぶ権利があることか

ら、環境改善に向けて施設整備を進めることが必要であると考えます。「安来市学校施

設の長寿命化計画（個別施設計画）」にあるように、施設総量の適正化や学校施設の長

寿命化の視点も加え、快適で安全な教育環境を確保することが必要であると考えます。

人口推計の結果から、今後も児童生徒数は減少していくと見込まれることから、早急

な検討、実施を進めること、また、将来を見据えた長期的な視点が必要であり、加えて、

教育内容の量的、質的な充実を図るため、教育課程の連続性が重視されていることを踏

まえ、小中一貫教育の推進を含めて検討していくことから、検討の対象は市内の全小中

学校とします。

●適正規模について

  小学校は、１学年の児童数を１０人以上とする単式学級を基本に検討

する。

  地域の実態を考え、３年生以上の複式学級を編成する場合、グループ

学習を考慮し、２学年の児童数の下限は１０人を基本に検討する。

  中学校は、全学年でクラス替えが可能になるよう１学年２クラス以上

を基本に検討する。

  中山間地域においては、画一的に基本的考えを適用するのではなく、

上記の基本的な規模を縮小して検討するなど慎重に進める。

●適正配置について

  通学距離は、小学校で概ね４㎞以内、中学校では概ね６㎞以内とする。

  通学時間は、小中学校とも概ね１時間以内とする。

  遠距離通学では、交通手段の確保と支援策を検討する。



※安来市総合教育会議

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長と教育委

員会が相互に連携を図りつつ、教育行政を推進していくための機関。

令和２年度

「安来市総合教育会議」※で、学校配置の適正化について、教

育方策の方向性を共有し、子どもたちが将来への夢や希望を育

み、生きていく力をしっかりと身につけることができる教育環境

を構築していくことを検討していくことを確認。

令和３年度

6月～12月

安来市教育委員会が小中学校の適正規模・適正配

置について「安来市教育政策推進会議」へ提言を

依頼。6回の会議を経て、12 月に提言書が提出さ

れる。

＝提言のポイント＝

l 安来市が置かれた環境を活かした、安来らしい教育を展開すべき。安来市では、過去から連綿と続く歴史や文

化に基づいた暮らしが営まれている。安来市の地域資源を活かし、地域課題を解決できるような人材を育成す

る教育が重要。

l 安来市の教育は学校だけが担うのではなく、地域の住民や組織など多様な主体が参画し、「みんなで」教育を担

う必要がある。そのためには、地域の拠点である交流センターを核とし、学校教育、社会教育、地域づくりを一

体的に展開することが期待される。

l 多様な子どもたちの実態に鑑み、一人ひとりの子どもたちに即した個別最適な教育を展開。そのためには、地

域における大人たちの関わりも不可欠だが、子どもたち同士の関わりや、学習集団のあり方についての工夫が

求められる。

11 月・2月

「安来市総合教育会議」で「安来市教育政策推進

会議」での議論や提言書をふまえ、基本方針につ

いて意見交換を行う。

2月

「安来市教育委員会」において、「安来市教育政策

推進会議」の提言、「安来市総合教育会議」での意

見交換等をふまえ、「安来市立小中学校適正配置基

本方針」を決定。

策定までの経過

安来市教育政策推進会議（会長：作野広和

島根大学教育学部教授）より秦教育長へ提

言書が提出されました。（令和 3年 12 月）

安来市総合教育会議。市長と教育委員会で学校

配置について協議をしています。（令和 3年 2

月、令和 3年 11 月、令和 4年 2月）

【基本方針の構成】
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「安来市立小中学校適正配置基本方針」は安

来市ホームページに掲載しています。

https://www.city.yasugi.shimane.jp/kura

shi/kyoiku/tekiseihaichi.html

〈お問合せ先〉

安来市教育委員会 教育総務課

TEL:0854-23-3140
FAX:0854-23-3167

E-mail:kyouiku@city.yasugi.shimane.jp


